
 

 
 

 

 

 

平成２５年１１月１日 

 

家庭用品品質表示法に基づく品質表示規程の改正について 

 

本日、エアコンディショナーに関して、家庭用品品質表示法（※）に基づく電気機

械器具品質表示規程が改正されました。 

 

※ 家庭用品品質表示法（昭和 37年法律第 104号）は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質につい

て事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供

を受けることができるように制定された法律です。電気機械器具に関する表示すべき事項及び表示方法は、同法

に基づき、電気機械器具品質表示規程（平成 9年通商産業省告示第 673号）において定められています。 

 

１ 改正の趣旨 

エアコンディショナーに関する JISの改正を踏まえ、電気機械器具品質表示規程にお

いて所要の改正を行いました。 

 

２ 改正の概要 

（１）冷房能力等の表示に関して、表示値の許容範囲を縮小しました。 

  冷房能力・暖房能力 冷房消費電力・暖房消費電力 

改正前の許容範囲 －５％ ＋１０％ 

改正後の許容範囲 －３％ ＋３％ 

 

（２）冷房能力・暖房能力、冷房消費電力・暖房消費電力及び通年エネルギー消費効率の表

示に関して、算出方法を使用実態に近づけました。 

 

３ 施行日 

 平成 25年 11月 1日（ただし、平成 26年 10月 31日までの間は、事業者に対する周

知及び事業者の準備期間の確保のため、従前の例によることができるとしています。） 

 

【本件に対する問合せ先】 

 消費者庁表示対策課 担当者：藤田、中尾 

   電話：03-3507-9205（直通） 
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